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一
．
は
じ
め
に

　
『
日
本
霊
異
記
』（『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』）
は
、
日
本
最
古
の
仏
教
説
話
集
で
あ
る
。

編
者
で
あ
る
景
戒
は
、
こ
の
書
物
を
通
じ
て
、
世
の
中
に
は
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
の
理

が
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
奇
事
が
日
本
に
も
見
え
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
『
日

本
霊
異
記
』
の
編
纂
契
機
を
示
す
も
の
と
し
て
、
上
巻
序
文
の
以
下
の
箇
所
が
挙
げ
ら
れ

る
。

昔
、
漢
地
に
し
て
冥
報
記
を
造
り
、
大
唐
国
に
し
て
般
若
験
記
を
作
り
き
。
何
ぞ
、

唯
し
他
国
の
伝
録
を
の
み
慎
み
て
、
自
土
の
奇
事
を
信
じ
恐
り
ざ
ら
む
や（（
（

。

　

唐
で
『
冥
報
記
』
や
『
般
若
験
記
』（『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』）
が
作
成
さ
れ
た
事
を
踏
ま

え
、
他
国
の
伝
録
だ
け
を
恐
れ
慎
み
、
な
ぜ
日
本
の
奇
事
は
信
じ
恐
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
、

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
「
自
土
の
奇
事
」
と
い
う
表
現
に
、
先
行
研
究
は

着
目
し
て
き
た
。
河
音
能
平
は
、「「
国
風
」
的
世
界
の
開
拓
」
お
よ
び
「「
国
風
文
化
」

の
歴
史
的
位
置
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
に
触
れ
つ
つ
、
律

令
体
制
下
で
、
高
利
貸
し
的
搾
取
を
行
い
つ
つ
大
農
業
経
営
を
実
現
さ
せ
る
家
父
長
的
大

経
営
者
階
級
が
出
現
し
、
富
豪
的
階
級
分
解
と
い
う
社
会
的
大
変
動
が
起
こ
っ
て
い
た
こ

と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
の
階
層
分
解
に
よ
っ
て
生
じ
た
切
実
な
諸
問
題
は
、
集
団
内

部
を
超
え
た
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
階
級
の
人
々
に
と
っ
て
共
通
の
問
題
で
も
あ
っ
た
と
述

べ
て
い
る（（
（

。
河
音
は
、
前
者
の
論
文
に
お
い
て
、
上
巻
序
文
に
お
け
る
「
熟
世
の
人
を
瞰

る
に
…
…
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
の
表
現
以
降
に
は
、
才
能
が
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
人
々
が
利
益
を
む
さ
ぼ
り
、
悪
行
を
為
し
て
い
る
と
い
う
内
容
が
続
い
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
世
間
の
人
々
に
目
を
や
る
表
現
や
階
層
分
解
と
い
う
現
実
か
ら
、
後
者

の
論
文
で
河
音
は
、「
自
土
」
を
「
現
実
の
社
会
的
大
変
動
＝
富
豪
的
階
級
分
解
の
中
で

必
死
に
生
き
て
い
る
人
々
の
、
そ
の
共
通
の
生
活
舞
台
」
と
と
ら
え
、「
律
令
国
家
体
制

下
と
い
う
独
自
な
政
治
的
条
件
の
も
と
で
、
こ
の
独
自
な
社
会
的
大
変
動
の
体
験
を
共
通

に
す
る
人
々
の
新
し
い
集
団
」
こ
そ
が
景
戒
に
と
っ
て
「
自
土
」
と
し
て
映
っ
た
と
述
べ

る
。
そ
し
て
、
中
国
・
朝
鮮
の
国
家
体
制
に
対
す
る
日
本
の
律
令
国
家
体
制
そ
の
も
の
で

は
な
く
、
変
動
す
る
国
家
体
制
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
生
き
方
を
模
索
し
て
き
た
、
中
国
民

族
（
フ
ォ
ル
ク
）・
朝
鮮
民
族
（
フ
ォ
ル
ク
）
等
々
に
対
す
る
日
本
民
族
を
表
す
こ
と
ば
と
し

て
「
自
土
」
を
解
釈
し
た
。

　

ま
た
、
神
野
志
隆
光
は
『
日
本
霊
異
記
』
の
「
誠
知
…
…
」
と
い
う
事
実
を
強
調
す
る

文
言
や
「
経
云
…
…
」
い
う
経
典
を
引
用
す
る
ス
タ
イ
ル
に
着
目
し
、『
日
本
霊
異
記
』
は
、

「
事
実
を
普
遍
化
す
る
形
で
因
果
の
理
を
確
認
し
、
そ
の
理
の
貫
徹
す
る
自
土
の
価
値
を

認
識
」
し
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
河
音
の
意
見
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
日
本
霊
異
記
』

は
「
自
土
＝
自
国
に
、
新
し
い
質
の
問
題
を
共
有
す
る
人
々
の
集
団
、
す
な
わ
ち
〝
理
〞

が
村
落
を
こ
え
て
つ
な
ぎ
う
る
人
々
を
見
て
い
る
」
と
述
べ
、
律
令
国
家
に
お
け
る
国
際

意
識
と
は
異
質
な
も
の
と
し
て
「
自
土
」
を
解
釈
す
る（（
（

。

　

一
方
多
田
一
臣
は
、
他
国
へ
の
意
識
を
見
逃
せ
な
い
も
の
と
し
、「
い
わ
ば
景
戒
の
自

土
意
識
と
は
、
自
土
に
お
こ
る
奇
事
を
、
あ
る
が
ま
ま
に
記
そ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
つ
ね
に
他
国
の
奇
事
と
対
照
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
因
果
と
霊
異
の
不
思
議
が
こ
の
日

本
国
に
も
及
ん
で
い
る
こ
と
を
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述

べ
た
上
で
、『
日
本
霊
異
記
』
が
日
本
を
「
仏
験
の
霊
異
に
満
ち
た
聖
朝
・
聖
代
」
と
捉
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え
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
自
土
意
識
と
は
ま
た
「
こ
の
日
本
を
仏
法
の
威
光
の
高
揚
す

る
一
つ
の
聖
朝
と
し
て
、
律
令
政
治
体
制
の
称
揚
・
讃
美
の
形
で
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と

（
＝
国
家
意
識
）」
で
も
あ
る
と
解
釈
す
る
。
自
土
意
識
が
、
日
本
に
因
果
の
理
が
貫
徹
し

て
い
る
こ
と
を
示
し
つ
つ
も
、
律
令
体
制
に
基
づ
く
国
家
を
讃
美
し
て
い
る
と
い
う
二
面

性
を
指
摘
し
た
論
で
あ
る（（
（

。

　
「
人
々
」
に
焦
点
を
当
て
、「
民
族
」
の
観
点
か
ら
「
自
土
」
を
解
釈
し
た
河
音
や
神
野

志
の
論
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
に
み
え
る
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
包
括
し
た
見
方
だ
と

い
え
る
。
し
か
し
、『
日
本
霊
異
記
』
を
一
つ
の
編
纂
さ
れ
た
書
物
と
し
て
見
た
と
き
に
、

天
皇
代
を
掲
げ
、
時
代
順
に
説
話
を
配
列
し
、
な
お
か
つ
明
ら
か
に
聖
武
天
皇
を
聖
代
と

し
て
讃
美
す
る
『
日
本
霊
異
記
』
の
書
き
ぶ
り
か
ら
「
国
家
」
的
視
点
を
排
除
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
、
上
巻
序
文
の
記
述
か
ら
、「
自
土
」
を
強
く
意
識
さ
せ
た
の
は
、
ま

さ
に
漢
土
に
お
け
る
「
他
国
の
伝
録
」
で
あ
り
、『
冥
報
記
』
や
『
般
若
験
記
』
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
漢
土
も
し
く
は
そ
の
他
の
国
は
、『
日
本
霊
異
記
』

で
実
際
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
他
国
と
対
比
す
る
視
点
を
踏
ま

え
た
「
自
土
」
へ
の
自
覚
を
理
解
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る

漢
土
、
お
よ
び
百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
（
本
文
中
で
は
「
高
麗
」）
の
用
例
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

　

な
お
、『
日
本
霊
異
記
』
中
の
漢
土
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『
日
本
霊
異
記
』
に
漢
土
の

国
名
と
し
て
見
え
る
の
は
「
陳
」・「
唐
」
で
あ
る
。「
唐
」
と
い
う
語
で
隋
を
表
す
例
も
『
日

本
書
紀
』
に
は
あ
る
が（（
（

、『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
序
の
「
大
唐
国
」
は
『
般
若
験
記
』
の

成
立
時
期
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
名
と
し
て
の
唐
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
ま
た
、
時
代
順
に
説
話
が
配
列
さ
れ
て
い
る
『
日
本
霊
異
記
』
説
話
内
に
お
い
て

も
っ
と
も
早
く
「
唐
」
の
語
が
見
え
る
の
は
、
上
巻
第
六
縁
で
円
勢
が
高
句
麗
滅
亡
後
に

「
唐
」
に
渡
っ
た
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
高
句
麗
の
滅
亡
は
唐
建
国
後
の
で
き
ご
と
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
も
明
ら
か
に
国
名
の
唐
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
、「
陳
」
の
用
例
は

あ
る
も
の
の
一
例
の
み
で
あ
り
、
陳
の
時
代
、
王
与
と
い
う
人
物
が
経
を
読
み
、
火
災
か

ら
免
れ
た
こ
と
を
『
日
本
霊
異
記
』
内
の
説
話
と
関
わ
ら
せ
て
述
べ
る
用
例
で
あ
る
。
用

例
数
か
ら
も
、『
日
本
霊
異
記
』
が
国
家
と
し
て
意
識
す
る
中
国
は
、
主
と
し
て
唐
で
あ

る
と
判
断
し
、
以
下
唐
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

二
．『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
近
隣
諸
国

　
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
、
唐
・
百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
の
国
名
が
出
現
す
る
説
話

は
全
十
一
話
で
あ
る
。
以
下
に
説
話
一
覧
を
掲
げ
る（（
（

。
主
人
公
が
国
か
ら
国
へ
と
移
動
す

る
描
写
も
あ
る
た
め
、
国
ご
と
に
分
類
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
以
降
本

稿
で
は
、
上
巻
第
一
縁
を
上
1
と
記
す
よ
う
に
、
説
話
の
話
数
は
略
称
を
用
い
て
記
す
こ

と
と
す
る
。

上
序　

…　

唐
・
百
済　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
17　

…　

百
済
・
唐

上
4　

…　

百
済　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
22　

…　

唐

上
6　

…　

唐
・
高
句
麗　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
26　

…　

百
済

上
7　

…　

百
済　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
28　

…　

唐
・
新
羅

上
12　

…　

高
句
麗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
24　

…　

唐

上
14　

…　

百
済

　

右
の
他
に
、
国
名
は
挙
げ
ず
と
も
、
表
現
か
ら
近
隣
諸
国
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
例
も
あ
る
。
上
5
で
は
、
仏
像
を
「
隣
国
の
客
神
の
像
」
と
称
す
る
表
現
が
見
え
、
こ

こ
に
「
客
神
は
仏
の
神
像
な
り
」
と
割
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
「
隣
国
」
と
は
百

済
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
中
5
に
は
「
漢
神
の
祟
」
と
い
う
表

現
が
み
え
る
。
具
体
的
に
ど
の
国
の
神
を
指
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
諸
注
外

来
の
神
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
上
5
と
中
5
を
加
え
、
合
計
十
三
の
説
話
を
検
討
対
象

と
し
た
い
。
な
お
、『
日
本
霊
異
記
』
は
故
事
・
仏
典
も
多
く
引
用
し
て
お
り
、
そ
こ
に

他
国
の
人
物
名
も
み
え
る
。
し
か
し
、
今
回
は
国
を
問
題
に
し
た
論
で
あ
る
た
め
、
国
を

示
唆
せ
ず
に
他
国
の
人
物
を
挙
げ
る
例
は
除
い
た（（
（

。

　

こ
れ
ら
検
討
対
象
の
説
話
を
概
観
す
る
と
、
唐
・
百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
の
名
称
が
出

現
す
る
説
話
は
、
上
巻
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
現
象

が
起
こ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
表
現
に
は
編
者
景
戒
の
ど
の
よ
う
な
叙
述

意
識
が
隠
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
点
に
着
目
し
つ
つ
、
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

な
お
、
こ
れ
ら
の
説
話
内
で
の
近
隣
諸
国
の
出
現
は
、「
登
場
人
物
の
出
生
地
」、「
登
場

人
物
の
移
動
先
」、「
時
代
表
記
」、「
日
本
と
の
比
較
」
と
い
う
四
つ
の
用
途
に
分
類
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
説
話
に
複
数
の
用
途
が
見
え
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
重
複
す
る

こ
と
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
各
説
話
に
お
け
る
用
例
を
検

討
し
て
い
き
た
い
。

三
．
登
場
人
物
の
出
生
地

　

ま
ず
、
登
場
人
物
の
出
生
地
と
し
て
近
隣
諸
国
の
名
が
挙
が
る
例
を
み
て
い
く
。

○
又
、
藉
法
師
の
弟
子
円
勢
師
は
、
百
済
の
国
の
師
な
り
き
。（
上
4
）

○
禅
師
弘
済
は
百
済
の
国
の
人
な
り
き
。
百
済
の
乱
れ
し
時
に
当
り
て
、
備
後
の
三
谷

郡
の
大
領
の
先
祖
、
百
済
を
救
は
む
が
為
に
遣
は
さ
え
て
、
旅
に
運
り
き
。
時
に
誓

願
を
発
し
て
言
さ
く
、「
若
し
、
平
ら
か
に
還
り
卒
ら
ば
、
諸
の
神
祇
の
為
に
伽
藍

を
造
り
立
て
ま
つ
ら
む
」
と
ま
う
す
。
遂
に
災
難
を
免
れ
き
。
即
ち
禅
師
を
請
け
て
、

相
共
に
還
り
来
り
、
三
谷
寺
を
造
る
。（
上
7
）

○
高
麗
の
学
生
道
登
は
、
元
興
寺
の
沙
門
な
り
き
。
山
背
の
恵
満
が
家
よ
り
出
で
た
り
。

往
に
し
大
化
の
二
年
の
丙
午
に
、
宇
治
椅
を
営
ら
む
と
し
て
往
来
す
る
時
に
、
髑
髏

奈
良
山
の
渓
ニ
在
り
て
、
人
・
畜
の
為
に
履
マ
ル
。
法
師
之
を
悲
し
び
て
、
従
者
万

侶
を
し
て
木
の
上
に
置
か
し
め
き
。（
上
（
（
（

12
）

○
釈
義
覚
は
本
百
済
の
人
な
り
き
。
其
の
国
破
れ
し
時
に
、
後
の
岡
本
の
宮
に
宇
御
め

た
ま
ひ
し
天
皇
の
み
代
に
当
り
て
、
我
が
聖
朝
に
入
り
、
難
破
の
百
済
寺
に
住
れ
り
。

（
上
14
）

○
大
皇
后
の
天
皇
の
み
代
に
、
百
済
の
禅
師
有
り
き
。
名
を
ば
多
羅
常
と
曰
ひ
き
。
高

市
郡
の
部
内
の
法
器
山
寺
に
住
み
き
。
浄
行
を
勤
修
し
て
、
病
を
看
る
を
第
一
と
せ

り
。（
上
26
）

　

右
の
例
に
よ
る
と
、
百
済
・
高
句
麗
の
出
身
の
者
が
登
場
人
物
と
し
て
『
日
本
霊
異
記
』

内
に
み
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
渡
来
人
像
を
検
討
し
た
金
光

林
は
、
こ
れ
ら
の
説
話
を
、「
い
ず
れ
も
有
徳
の
僧
か
、
先
知
・
非
凡
の
能
力
を
具
し
た

人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
た（（
（

。
上
7
禅
師
弘
済
が
説
話
に
お
い
て

放
生
を
行
っ
て
い
た
り
、
上
26
の
多
羅
常
が
病
人
を
看
病
す
る
術
を
も
っ
て
い
た
り
す
る

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
金
の
指
摘
は
妥
当
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
説

話
に
お
い
て
渡
来
僧
に
主
眼
が
お
か
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
点
に
は
疑
問
を
覚
え

る
。
た
と
え
ば
、
上
4
は
二
種
類
の
説
話
を
保
持
し
て
お
り
、
前
半
に
聖
徳
太
子
の
片
岡

山
の
飢
人
の
説
話
が
述
べ
ら
れ
る
。
片
岡
山
で
飢
人
と
遭
遇
し
た
太
子
は
、
自
分
の
着
物

を
与
え
る
が
、
帰
り
道
で
は
着
物
だ
け
が
残
り
、
そ
の
飢
人
は
す
で
に
い
な
か
っ
た
。
後

日
飢
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
の
を
知
っ
た
太
子
は
墓
を
作
っ
て
葬
る
よ
う
命
じ
る
が
、
後

に
使
い
に
見
に
行
か
せ
た
と
こ
ろ
、
墓
の
入
り
口
は
開
か
な
い
ま
ま
で
、
飢
人
の
遺
体
は

消
え
て
い
た
。
こ
の
太
子
と
飢
人
の
関
係
に
つ
い
て
、
説
話
本
文
は
「
凡
夫
の
肉
眼
に
は

賤
し
き
人
と
見
え
、
聖
人
の
通
眼
に
は
隠
身
と
見
ゆ
と
。
斯
れ
奇
シ
ク
異
し
き
事
な
り
」

と
述
べ
る
。
一
方
願
覚
と
い
う
僧
の
放
光
が
語
ら
れ
る
説
話
後
半
に
お
い
て
は
、
円
勢
師

が
、
願
覚
の
様
子
を
報
告
す
る
弟
子
に
対
し
て
、
他
の
人
に
言
わ
な
い
よ
う
い
さ
め
る
。

さ
ら
に
願
覚
の
死
後
に
は
火
葬
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
た
め
、
お
そ
ら
く
願
覚
の
特
異

性
に
気
づ
い
て
い
た
も
の
と
読
め
る
。
ま
た
、
願
覚
の
死
後
、
弟
子
の
優
婆
塞
は
近
江
で

願
覚
に
遭
遇
す
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
説
話
本
文
は
「
当
に
知
れ
、
是
れ
聖

の
反
化
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
」
と
評
す
る
。

　

金
光
林
は
前
掲
論
文
に
て
、
こ
の
上
4
は
「
聖
人
は
聖
を
知
り
、
凡
人
は
知
ら
ず
」
と

い
う
理
を
説
明
す
る
事
例
と
し
て
聖
徳
太
子
と
円
勢
師
を
取
り
上
げ
た
と
と
ら
え
、
円
勢

が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る（（1
（

。
た
し
か
に
、
後
半
の
願
覚
の
放
光
説
話
は
、「
聖

が
隠
身
の
聖
を
見
つ
け
る
」
と
い
う
構
造
に
お
い
て
前
半
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
し
か
し
上
4
の
題
が
「
聖
徳
皇
太
子
の
異
し
き
表
を
示
し
た
ま
ひ
し
縁
」
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
説
話
は
聖
徳
太
子
の
説
話
で
あ
り
、
後
半
は
そ

の
補
強
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
前
半
の
ま
と
め
の
言
葉
を
利
用
す
る
な
ら
ば
、

願
覚
の
正
体
を
察
知
し
て
い
た
聖
＝
円
勢
師
で
あ
り
、
尸
解
し
た
隠
身
＝
願
覚
と
と
ら
え

て
よ
い
。
だ
が
、
聖
徳
太
子
の
通
眼
を
褒
め
る
前
半
に
対
し
、
後
半
は
、「
聖
の
反
化
」

と
い
う
語
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
後
半
の
主
眼
は
願
覚
の
方
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

上
12
の
道
登
の
話
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
道
登
が
奈
良
山
で
髑
髏
を
見
つ
け
、

従
者
の
万
侶
に
木
の
上
に
置
か
せ
た
。
す
る
と
、
あ
る
日
万
侶
を
訪
ね
て
き
た
人
物
が
、

自
分
は
兄
に
殺
さ
れ
髑
髏
と
な
っ
て
人
に
踏
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
助
け
て
も
ら
っ
た
の

だ
と
明
か
す
話
で
あ
る
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
の
付
録
に
お
い
て
、
小
泉
道
は
、
道
登
が

髑
髏
を
樹
上
に
置
か
せ
て
苦
し
み
か
ら
救
済
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恩
返
し
の
対
象
が

万
侶
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。
ま
た
、「
人
・
畜
ニ
履
ま
れ
し
髑
髏
の
、
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救
ひ
収
め
ら
え
て
霊
し
き
表
を
示
し
て
、
現
に
報
い
し
縁
」
と
い
う
題
か
ら
も
、
髑
髏
が

万
侶
に
生
前
の
自
己
の
経
験
を
語
っ
た
と
い
う
こ
と
が
説
話
の
根
幹
に
あ
る
と
理
解
で
き

る
。
万
侶
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
は
本
文
に
言
及
が
な
い
の
で
不
明
で
あ
る
が
、
名
前
か

ら
判
断
す
る
に
渡
来
人
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
説
話
は
、
渡
来
僧
を
主

人
公
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
日
本
」
の
奇
事
を
語
っ
た
も
の
で
あ
り
、

き
っ
か
け
を
渡
来
僧
で
あ
る
道
登
が
も
た
ら
し
た
と
も
読
め
る
。
同
じ
よ
う
に
き
っ
か
け

を
も
た
ら
す
僧
と
し
て
、
上
7
の
弘
済
禅
師
が
挙
げ
ら
れ
る
。
弘
済
禅
師
は
海
辺
で
売
ら

れ
て
い
る
亀
を
人
に
勧
め
て
買
わ
せ
、
放
生
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
後
、
禅
師
は
欲
を
起
こ

し
た
船
人
に
よ
っ
て
海
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
が
、
亀
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
。「
疑
は
く
は
、

是
れ
放
て
る
亀
の
恩
の
報
ぜ
る
な
ら
む
か
と
」
と
い
う
本
文
や
「
亀
の
命
を
贖
ヒ
テ
放
生

し
、
現
報
を
得
て
亀
に
助
け
ら
え
し
縁
」
と
い
う
題
か
ら
、『
日
本
霊
異
記
』
は
放
生
を

行
っ
た
主
体
を
弘
済
禅
師
と
し
て
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
人
に
買
う
よ
う
勧
め
る
と

い
う
こ
の
行
動
を
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
や
新
潮
日
本
古
典
集
成
は
善
行
へ
導
く
教

化
と
捉
え
て
い
る（（1
（

。
こ
の
弘
済
禅
師
の
描
写
も
、
渡
来
僧
が
「
放
生
」
と
い
う
仏
教
的
行

為
の
き
っ
か
け
を
も
た
ら
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
放
生
を
語
る
上
7
を
は
じ
め
、
義
覚
法
師
の
放
光
を
語
る
上
14
、
多
羅
常

と
い
う
禅
師
が
、
修
行
を
積
ん
だ
こ
と
で
、
病
人
を
看
病
し
、
瀕
死
の
人
を
も
蘇
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
上
26
は
、
間
違
い
な
く
渡
来
僧
を
主
人
公
に
据
え
た
説
話
で
あ
ろ

う
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
僧
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
捉
え
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
れ
ら
の

説
話
の
奇
事
を
も
う
一
度
確
認
す
る
と
、
上
7
は
放
生
説
話
で
あ
り
、
上
14
は
放
光
説
話

で
あ
る
。
登
場
人
物
の
「
放
生
」
は
、
上
7
、
上
35
、
中
5
、
中
8
、
中
12
、
中
16
に
み

え
、
登
場
人
物
が
「
放
光
」
す
る
説
話
は
上
4
、
上
14
、
上
22
に
み
え
る
。
ま
た
、
上

5
、
中
21
、
中
36
、
中
39
で
は
、
仏
像
が
放
光
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見

る
と
、
渡
来
僧
に
よ
っ
て
経
験
さ
れ
た
奇
事
は
、『
日
本
霊
異
記
』
内
で
複
数
回
繰
り
返

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
放
光
説
話
は
、
中
国
の
高
僧
伝
に
例
が
見
え
る
。

つ
ま
り
、
中
国
で
見
え
る
奇
事
が
、
上
巻
で
渡
来
僧
の
行
為
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
れ
が
日

本
で
も
み
ら
れ
る
こ
と
を
中
巻
に
ま
で
渡
っ
て
示
し
て
い
く
、
と
い
う
構
造
を
読
み
手
に

気
づ
か
せ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
こ
れ
は
、
上
巻
序
に
お
け
る
、
漢
土
の
奇
事
が
自

土
で
も
み
え
る
と
い
う
編
纂
契
機
と
同
様
の
構
造
に
な
っ
て
は
い
ま
い
か
。同
様
に
、「
持

戒
の
比
丘
の
浄
行
を
修
め
て
、
現
に
奇
し
き
験
力
を
得
し
縁
」
と
い
う
題
を
持
つ
上
26
は
、

修
行
に
よ
っ
て
験
力
を
身
に
つ
け
た
こ
と
を
語
る
。
こ
れ
と
完
全
に
一
致
す
る
話
型
は
見

え
な
い
も
の
の
、「
是
れ
乃
ち
修
行
の
験
力
に
し
て
、
観
音
の
威
徳
な
り
」
と
い
う
文
が

上
31
に
み
え
る
よ
う
に
、「
験
力
」
の
語
は
『
日
本
霊
異
記
』
内
に
し
ば
し
ば
見
え
、
修

行
の
重
要
性
を
知
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る（（1
（

。
ま
た
、
上
26
の
本
文
中
に
あ

る
「
浄
行
」
の
語
は
、
他
に
下
39
の
み
に
み
え
る
。「
浄
行
の
人
」
の
み
が
住
め
る
と
い

う
石
槌
山
で
ま
さ
に
「
浄
行
」
の
修
行
を
し
て
い
た
寂
仙
菩
薩
は
、「
浄
行
」
ゆ
え
に
菩

薩
と
称
さ
れ
、
桓
武
天
皇
の
子
で
あ
る
神
野
親
王
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
の
ち
に
嵯
峨

天
皇
と
し
て
即
位
す
る
。『
日
本
霊
異
記
』
で
は
こ
の
嵯
峨
天
皇
を
「
是
を
以
て
定
め
て

知
る
、
此
は
聖
君
な
る
こ
と
を
」
と
称
え
る
。
百
済
僧
の
修
行
態
度
が
、
日
本
の
聖
な
る

天
皇
像
へ
と
続
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
渡
来
僧
は
、
歴
史
上
い
つ
ご
ろ
か
ら
来
日
し
て
き
た
の
だ
ろ

う
か
。
周
知
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
僧
の
来
日
は
、『
日
本
書
紀
』
に

し
ば
し
ば
記
事
が
見
え
る
。
は
や
く
は
欽
明
十
五
年
（
五
五
四
）
二
月
に
、
す
で
に
来
日

し
て
い
た
道
深
ら
七
人
に
代
わ
っ
て
曇
慧
ら
九
人
が
や
っ
て
き
た
と
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
か

ら
渡
来
僧
は
来
日
し
て
い
た
よ
う
だ
。
推
古
三
年
（
五
九
五
）
に
高
句
麗
僧
の
慧
慈
・
百

済
僧
の
慧
聡
が
、
推
古
十
年
（
六
〇
二
）
に
百
済
僧
の
観
勒
・
高
句
麗
僧
の
僧
隆
・
雲
聡
が
、

推
古
十
七
年
（
六
〇
九
）
に
百
済
僧
の
道
欣
・
恵
弥
が
、
推
古
十
八
年
（
六
一
〇
）
に
高
句

麗
僧
の
曇
徴
・
法
定
が
来
日
し
た
記
事
が
見
え
る
。
特
に
、
慧
慈
は
聖
徳
太
子
に
仏
教
を

教
え
た
師
で
あ
り
、
観
勒
は
日
本
で
始
め
て
大
僧
正
に
な
っ
た
僧
で
あ
る
た
め
、
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
上
著
名
な
僧
侶
を
『
日
本
霊
異
記
』
は
す
べ
て

網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
観
勒
が
大
僧
正
に
な
っ
た
こ
と
は
『
日
本
霊
異

記
』
の
上
5
に
も
見
え
る
が
、
事
実
と
し
て
言
及
す
る
の
み
で
、
説
話
は
付
随
し
な
い
。

そ
れ
は
単
に
説
話
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
一
方
で
聖
徳
太

子
の
経
歴
を
語
る
上
4
に
お
い
て
慧
慈
に
言
及
し
な
い
こ
と
は
、
不
自
然
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。

　

聖
徳
太
子
は
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
上
4
・
上
5
に
そ
の
存
在
が
語
ら
れ
る
人
物

で
あ
る
。
上
4
に
お
い
て
聖
徳
太
子
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

天
年
生
れ
な
が
ら
に
知
り
た
ま
ひ
、
十
人
の
一
時
に
訟
へ
白
す
然
を
一
言
も
漏
さ
ず
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し
て
能
く
聞
き
別
き
た
ま
ふ
。
故
に
豊
聡
耳
と
曰
す
。
進
止
威
儀
僧
に
似
て
行
ひ
、

加
な
ら
ず
勝
鬘
法
花
等
の
経
の
疏
を
製
り
、
法
を
弘
め
物
を
利
し
、
考
績
功
勲
の
階

を
定
め
た
ま
ふ
。
故
に
聖
徳
と
曰
す
。
天
皇
の
宮
よ
り
上
に
住
み
た
ま
ふ
。
故
に
上

つ
宮
の
皇
と
曰
す
。（
上
4
）

　

太
子
の
三
つ
の
名
の
由
来
を
述
べ
る
部
分
で
あ
る
が
、
多
く
の
話
を
一
度
に
聞
く
こ
と

が
で
き
る
こ
と
、
僧
侶
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
経
典
の
疏
を
作
成
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。

ま
た
、
上
5
後
半
に
お
い
て
太
子
は
、
大
伴
屋
栖
野
古
と
冥
界
で
巡
り
会
い
、
屋
栖
野
古

に
家
に
帰
っ
て
仏
を
祀
る
場
所
の
掃
除
を
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
二
つ
の

説
話
に
み
え
る
太
子
だ
が
、
実
は
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
複
数
の
説
話
に
登
場
す
る

人
物
は
行
基
・
道
照
な
ど
数
名
し
か
い
な
い
。
ま
た
、
説
話
の
題
に
人
物
名
が
見
え
る
例

は
、
太
子
と
行
基
の
み
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
太
子
は
『
日
本
霊
異
記
』
内
で
特
別
視

さ
れ
た
存
在
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
上
序
に
は
以
下
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。

唯
し
、
代
々
の
天
皇
、
①
或
い
は
高
き
山
の
頂
に
登
り
て
悲
を
起
し
、
雨
の
漏
れ
る

殿
に
住
み
て
、
庶
民
を
撫
で
た
ま
ひ
き
。
②
或
い
は
生
れ
な
が
ら
に
し
て
高
弁
に
、

兼
ね
て
未
事
を
委
り
、
一
た
び
十
の
訴
を
聞
き
て
一
言
も
漏
し
た
ま
は
ず
。
生
年
二

十
五
に
し
て
天
皇
の
請
を
受
け
て
、
大
乗
経
を
説
き
た
ま
ひ
き
。
造
り
た
ま
へ
る
経

の
疏
は
長
に
末
の
代
に
流
は
る
。
③
或
い
は
弘
誓
の
願
を
発
し
、
敬
み
て
仏
像
を
造

り
た
ま
ふ
。
天
は
願
ふ
所
に
随
ひ
、
地
は
宝
蔵
を
敞
せ
り
。

　

代
々
の
天
皇
の
事
蹟
を
語
る
部
分
だ
が
、
①
が
仁
徳
天
皇
、
②
が
聖
徳
太
子
、
③
が
聖

武
天
皇
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
太
子
は
天
皇
に
等
し
い
存
在
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
皇
と
も
等
し
く
扱
わ
れ
、
あ
る
意
味
特
殊
な
存
在

と
し
て
描
か
れ
た
太
子
の
上
に
、
指
導
す
る
立
場
の
慧
慈
の
存
在
を
打
ち
出
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
が
、
聖
武
天
皇
と
鑑
真
の
関
係
に
つ
い
て
も
い
え
る
。『
唐

大
和
上
東
征
伝
』
の
天
平
勝
宝
六
年
（
七
五
五
）
四
月
の
箇
所
に
、「
初
め
て
廬
遮
那
殿
前

に
戒
壇
を
立
て
、
天
皇
初
め
て
壇
に
登
り
菩
薩
戒
を
受
く
」
と
あ
り（（1
（

、
ま
た
『
続
日
本
紀
』

天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
五
月
戊
申
条
の
鑑
真
の
伝
記
に
「
聖
武
皇
帝
、
こ
れ
を
師
と

し
て
戒
を
受
け
た
ま
ふ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鑑
真
は
聖
武
天
皇
に
戒
律
を
授
け
た
こ
と

が
わ
か
る（（1
（

。
し
か
し
、『
日
本
霊
異
記
』
に
は
聖
武
天
皇
が
戒
律
を
受
け
た
こ
と
は
中
序

に
み
え
る
も
の
の
、
そ
れ
が
鑑
真
に
よ
る
こ
と
と
は
明
記
さ
れ
な
い
。
そ
の
反
面
、
上
序

に
お
い
て
、
聖
武
の
大
仏
造
立
や
仏
道
帰
依
の
態
度
を
評
価
し
て
お
り
、
中
序
に
お
い
て

も
聖
武
に
言
及
し
て
い
る
。

之
が
中
に
勝
宝
応
真
聖
武
大
上
天
皇
は
、
尤
れ
て
大
仏
を
造
り
、
長
に
法
種
を
紹
ぎ
、

　

髪
を
剃
り
、
袈
沙
を
著
、
戒
を
受
け
善
を
修
し
、
正
を
以
て
民
を
治
め
た
ま
ひ
き
。

慈
は
動
植
に
も
及
び
て
、
徳
は
千
古
に
も
秀
れ
た
ま
へ
り
。
一
を
得
て
運
を
撫
で
、

三
霊
に
居
上
り
た
ま
へ
り
。
此
の
福
徳
に
由
り
て
、
空
飛
ぶ
螯
も
、
芝
草
を
咋
ひ
て

寺
を
葺
け
り
。
地
を
走
る
蟻
も
、
金
沙
を
搆
へ
て
塔
を
建
て
た
り
。
法
幢
は
高
く
竪

ち
て
、
蟠
足
は
八
方
に

け
り
。
恵
船
は
軽
く
汎
び
て
、
帆
影
は
九
天
に
扇
げ
り
。

瑞
応
の
華
は
競
ひ
て
国
邑
に
開
け
り
。
善
悪
の
報
は
現
に
し
て
吉
凶
を
示
せ
り
。
故

に
み
号
を
勝
宝
応
真
聖
武
大
上
天
皇
と
称
め
た
て
ま
つ
る
。

　

唯
り
以
ば
、
是
の
天
皇
の
み
代
に
録
す
所
の
善
悪
の
表
は
、
多
数
な
り
と
者
へ
り
。

聖
皇
の
徳
顕
か
な
る
に
由
り
て
、
事
は
最
も
多
し
。
事
を
漏
す
を
顧
み
ず
し
て
、
今

聞
く
所
に
随
ひ
て
、
且
つ
は
載
せ
、
且
つ
は
覆
す
。

　

中
序
で
は
、
聖
武
天
皇
が
仏
道
に
帰
依
し
た
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
、
聖
武
代
に
記
録

す
べ
き
奇
事
が
多
く
、
そ
れ
は
聖
武
天
皇
の
徳
に
よ
る
も
の
だ
と
述
べ
る
。
実
際
『
日
本

霊
異
記
』
の
採
録
説
話
は
、
聖
武
天
皇
代
の
も
の
が
最
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
聖
武
天
皇

を
讃
美
す
る
態
度
を
と
り
な
が
ら
も
、
あ
え
て
聖
武
天
皇
に
戒
を
授
け
た
鑑
真
を
描
か
な

い
の
は
、
聖
武
天
皇
の
至
上
性
を
強
調
し
た
い
と
い
う
『
日
本
霊
異
記
』
の
編
纂
態
度
が

原
因
な
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
の
渡
来
僧
で
史
書
に
名
前
が
見
え
る
の
は
上
12
の
道
登
で
あ

る
。
道
登
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
に
記
事
が
見
え
、
大
化
元
年
（
六
四
五
）
八
月
癸

卯
条
に
道
登
が
十
師
に
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
白
雉
元
年
（
六
五
〇
）
二
月
戊

寅
条
に
は
白
雉
が
献
上
さ
れ
た
際
に
、
道
登
が
、
白
鹿
・
白
雀
・
三
足
の
烏
が
祥
瑞
で
あ

る
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
が
み
え
る
。特
に
、白
鹿
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
に
は
、「
昔
、

高
麗
、
伽
藍
を
営
ら
む
と
し
て
、
地
と
し
て
覧
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。
便
ち
一
所
に
し
て
、

白
鹿
徐
に
行
く
。
遂
に
此
の
地
伽
藍
を
営
造
り
、
白
鹿
薗
寺
と
名
け
、
仏
法
を
住
持
つ
」

と
あ
り（（1
（

、
高
句
麗
の
事
情
に
詳
し
い
様
子
が
見
て
取
れ
る
。
僧
侶
と
し
て
重
要
な
地
位
に

お
り
、
高
句
麗
の
事
情
に
も
精
通
し
て
い
る
道
登
を
、
万
侶
が
奇
事
を
知
る
き
っ
か
け
を
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作
る
人
物
と
し
て
描
く
と
い
う
点
に
、
史
書
と
は
異
な
る
役
割
を
見
い
だ
し
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
基
に
し
て
も
、
中
7
で
大
僧
正
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
も
の
の
、
政
治
体
制
に
お
け
る
行
基
像
よ
り
、「
隠
身
の
聖
」
と
し
て
民
衆
を
教
化
し
、

特
殊
な
能
力
を
発
揮
す
る
人
物
と
い
う
印
象
の
方
が
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
は
強
い

と
い
え
る（（1
（

。

　

こ
れ
ま
で
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
渡
来
僧
像
を
み
て
き
た
が
、
そ
れ
は
『
日
本
霊

異
記
』
世
界
に
奇
事
・
善
報
を
も
た
ら
す
先
導
者
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ

い
。
渡
来
僧
は
、
登
場
人
物
が
奇
事
を
経
験
す
る
契
機
を
与
え
る
存
在
に
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、
渡
来
僧
の
日
本
に
お
け
る
経
験
が
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
何
度
も
繰
り
返
さ

れ
る
こ
と
で
、
奇
事
と
し
て
読
み
手
の
中
で
定
着
し
て
い
く
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
歴
史
上
著
名
な
僧
の
説
話
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
は
お
そ
ら

く
慎
重
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
や
聖
武
天
皇
を
至
上
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
態
度
に
さ
ま
た

げ
の
無
い
よ
う
僧
侶
の
描
写
を
行
っ
て
い
た
節
が
あ
る
。

四
．
登
場
人
物
の
移
動
先

　

次
に
、
登
場
人
物
の
移
動
先
と
し
て
表
記
さ
れ
る
近
隣
諸
国
の
例
を
み
て
い
き
た
い
。

○
老
師
行
善
は
俗
姓
は
堅
部
氏
、
小
治
田
の
宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
み
代
に
、

遣
は
さ
れ
て
高
麗
に
学
び
き
。
其
の
国
の
破
る
る
に
遭
ひ
て
、
流
離
し
て
行
き
き
。

…
中
略
…
遂
に
大
唐
に
至
り
、
即
ち
其
の
像
を
造
り
、
日
夜
に
帰
敬
せ
り
。
号
を
ば

河
辺
と
曰
ひ
き
。
法
師
の
性
、
忍
辱
、
人
よ
り
過
ぎ
、
唐
皇
に
も
重
み
せ
ら
る
。
日

本
国
の
使
に
従
ひ
て
、
養
老
の
二
年
に
本
朝
に
帰
り
向
ふ
。（
上
6
）

○
禅
師
弘
済
は
百
済
の
国
の
人
な
り
き
。
百
済
の
乱
れ
し
時
に
当
り
て
、
備
後
の
三
谷

郡
の
大
領
の
先
祖
、
百
済
を
救
は
む
が
為
に
遣
は
さ
え
て
、
旅
に
運
り
き
。（
上
7
）

○
伊
予
国
越
知
郡
の
大
領
の
先
祖
、
越
智
直
、
当
に
百
済
を
救
は
む
が
為
に
、
遣
は
さ

れ
て
到
り
運
り
し
時
に
、
唐
の
兵
に
偪
ら
れ
、
其
の
唐
国
に
至
り
き
。（
上
17
）

○
故
の
道
照
法
師
は
船
の
氏
、
河
内
国
の
人
な
り
き
。
勅
を
奉
り
て
仏
法
を
大
唐
に
求

め
、
玄
奘
三
蔵
に
遇
ひ
て
弟
子
と
為
り
き
。（
上
22
）

○
吾
が
聖
朝
の
人
、
道
照
法
師
、
勅
を
奉
り
て
、
法
を
求
め
む
と
し
て
太
唐
に
往
き
き
。

法
師
、
五
百
の
虎
の
請
を
受
け
て
、
新
羅
に
至
り
、
其
の
山
中
に
有
り
て
法
花
経
を

講
じ
き
。（
上
28
）

　

上
6
の
行
善
は
勉
学
の
た
め
、
上
22
、
上
28
の
道
照
は
仏
法
を
求
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
近

隣
諸
国
に
渡
っ
て
い
る
。
唐
や
朝
鮮
半
島
へ
渡
っ
た
学
問
僧
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』

崇
峻
天
皇
元
年
（
五
八
八
）
是
歳
条
に
善
信
尼
ら
が
百
済
へ
渡
っ
た
記
録
が
あ
る
他
、
推

古
天
皇
十
六
年
（
六
〇
八
）
九
月
条
に
も
新
漢
人
日
文
ら
四
名
が
隋
に
派
遣
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
も
、
諸
外
国
へ
の
派
遣
は
続
き
、『
日
本
書
紀
』

の
記
載
だ
け
で
も
四
十
三
名
の
学
問
僧
が
日
本
を
発
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る（（1
（

。『
日

本
霊
異
記
』
に
お
け
る
人
物
の
移
動
の
描
写
は
、
こ
の
よ
う
な
実
態
を
反
映
し
た
も
の
と

い
え
よ
う（（1
（

。
ま
た
、
上
6
の
行
善
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
に
記
事
が
み
え
る
。

沙
門
行
善
は
笈
を
負
ひ
て
遊
学
す
る
こ
と
既
に
経
七
代
を
経
た
り
。
備
さ
に
難
行
を

嘗
め
て
、
三
五
の
術
を
解
り
て
、
方
に
本
郷
に
帰
れ
り
。
矜
び
賞
む
こ
と
良
に
深
し
。

如
し
天
下
の
諸
寺
に
修
行
し
て
、
恭
敬
し
て
供
養
す
る
こ
と
有
ら
ば
、
一
ら
僧
綱
の

例
に
同
じ
く
せ
よ
。（
養
老
五
年
六
月
戊
戌
条（11
（

）

　

上
6
で
は
、
行
善
は
推
古
朝
（
五
九
二
〜
六
二
八
）
に
高
句
麗
に
渡
っ
て
、
養
老
二
年
（
七

一
八
）
に
帰
国
し
た
と
あ
る
。
高
句
麗
滅
亡
が
六
六
八
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
四

十
年
近
く
高
句
麗
に
い
た
こ
と
に
な
り
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
は
こ
の
点
に
疑
念
を

抱
い
て
い
る（1（
（

。
ま
た
、
推
古
朝
に
出
国
し
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
て
も
九
十
年
以
上
は
高

句
麗
と
唐
に
い
た
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
も
ち
く
ま
学
芸
文
庫
が
不
審
と
指
摘
し
て
い

る
（
11
（

。
お
そ
ら
く
、
天
皇
七
代
に
渡
っ
て
行
善
が
遊
学
し
て
い
た
と
い
う
『
続
日
本
紀
』
の

記
載
が
事
実
な
の
だ
ろ
う
が
、
な
ぜ
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
推
古
朝
の
話
に
設
定
し

た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
関
心
に
限
っ
て
言
え
ば
、
観
音
信
仰
の
お
か

げ
で
川
を
渡
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
奇
事
を
体
験
し
た
の
が
、
高
句
麗
の
地
で
あ
る
こ

と
に
注
目
す
べ
き
だ
と
思
う
。
こ
の
話
は
自
国
に
お
い
て
見
ら
れ
る
奇
事
を
表
し
て
は
お

ら
ず
、
上
序
の
「
自
土
の
奇
事
」
と
い
う
定
義
か
ら
は
厳
密
に
は
外
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
な
ら
ば
日
本
人
が
外
国
に
お
い
て
奇
事
を
経
験
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
見

出
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、
仏
へ
の
信
仰
と
い
う
善
行
が
善
報
に
つ
な
が
る
と
い
う
因
果

の
理
が
通
底
し
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
例
を
見
る
と
、
上
7
で
は
、
弘
済
禅
師
を
日
本
に

招
請
し
た
三
谷
の
郡
の
大
領
の
先
祖
が
、「
若
し
、
平
ら
か
に
還
り
卒
ら
ば
、
諸
の
神
祇
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の
為
に
伽
藍
を
造
り
立
て
ま
つ
ら
む
」
と
誓
願
を
起
こ
し
、
帰
還
を
果
た
す
こ
と
が
で
き

て
い
る
。
ま
た
、
上
17
で
も
、
越
智
の
直
が
唐
に
お
い
て
観
音
を
信
仰
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

同
様
に
帰
国
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
外
国
の
地
で
抱
い
た
信
仰

心
も
、
善
報
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
国
の
人
へ
の
加

護
が
外
国
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、『
日
本
霊
異
記
』
の
包
括
す
る
範
囲
と
は
、
自
土
で
の
出
来
事
だ
け
で
は

な
く
、
自
土
の
民
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
近
隣
諸
国
へ
移
動
す
る
描
写
は
、
当
時
の
外
国
へ
渡
り
、
仏
法
や
学

問
を
得
よ
う
と
し
た
僧
の
実
態
を
表
し
て
い
る
ほ
か
、
他
国
に
お
い
て
も
「
自
土
の
奇
事
」

が
見
え
る
こ
と
を
示
す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
。

五
．
時
代
表
記

　

次
に
、
近
隣
諸
国
の
表
記
が
、
時
代
を
表
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
説
話
を
見
て

い
く
。
こ
の
分
類
の
説
話
は
、
す
べ
て
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
す
で
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も

の
だ
が
、
再
掲
す
る
。

○
老
師
行
善
は
俗
姓
は
堅
部
氏
、
小
治
田
の
宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
み
代
に
、

遣
は
さ
れ
て
高
麗
に
学
び
き
。
其
の
国
の
破
る
る
に
遭
ひ
て
、
流
離
し
て
行
き
き
。

（
上
6
）

○
禅
師
弘
済
は
百
済
の
国
の
人
な
り
き
。
百
済
の
乱
れ
し
時
に
当
り
て
、
備
後
の
三
谷

郡
の
大
領
の
先
祖
、
百
済
を
救
は
む
が
為
に
遣
は
さ
え
て
、
旅
に
運
り
き
。（
上
7
）

○
釈
義
覚
は
本
百
済
の
人
な
り
き
。
其
の
国
破
れ
し
時
に
、
後
の
岡
本
の
宮
に
宇
御
め

た
ま
ひ
し
天
皇
の
み
代
に
当
り
て
、
我
が
聖
朝
に
入
り
、
難
破
の
百
済
寺
に
住
れ
り
。

（
上
14
）

○
伊
予
国
越
知
郡
の
大
領
の
先
祖
、
越
智
直
、
当
に
百
済
を
救
は
む
が
為
に
、
遣
は
さ

れ
て
到
り
運
り
し
時
に
、
唐
兵
に
偪
ら
れ
、
其
の
唐
国
に
至
り
き
。（
上
17
）

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
説
話
の
登
場
人
物
の
行
動
の
契
機
に
、
朝
鮮
半
島
の
事
情

が
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。特
に
、上
7
・
上
17
に
つ
い
て
は
、「
〜
天
皇
の
み
代
」

と
い
う
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
時
代
提
示
の
型
が
み
え
ず
、
百
済
へ
の
救
援
が
そ

れ
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
百
済
へ
の
救
援
は
斉
明
朝
か

ら
天
智
朝
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
疑
問
な
の
は
、
な
ぜ
説
話
の
時
代
を
表
記

す
る
際
に
他
国
の
事
情
を
基
準
に
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
説
話
の
概
要
に
着

目
す
る
と
、
上
7
で
は
弘
済
が
救
済
の
た
め
百
済
に
派
兵
さ
れ
た
三
谷
の
大
領
の
先
祖
と

出
会
い
、
来
日
し
て
亀
を
放
生
し
、
亀
の
報
恩
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
上
17
で
も
、
百

済
に
派
兵
さ
れ
た
越
智
直
が
唐
に
連
行
さ
れ
、
観
音
信
仰
に
よ
っ
て
帰
国
で
き
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
上
14
の
義
覚
は
百
済
滅
亡
に
際
し
て
、
来
日
し
た
と
あ
る
。
ち
く
ま
学
芸

文
庫
は
こ
の
箇
所
に
「
百
済
は
、
斉
明
天
皇
六
年
（
六
六
〇
）、
唐
と
新
羅
に
よ
っ
て
滅
ぼ

さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
数
多
く
の
知
識
人
が
わ
が
国
に
渡
来
し
た
。
義
覚
も
そ
の
一
人
で

あ
っ
た
と
さ
れ
る
」
と
注
す
る（11
（

。
つ
ま
り
、
こ
の
百
済
に
お
け
る
戦
乱
は
、
単
な
る
他
国

の
出
来
事
で
は
な
く
、
日
本
と
他
国
と
の
つ
な
が
り
を
象
徴
す
る
重
大
な
出
来
事
で
あ
っ

た
の
だ
。
よ
っ
て
『
日
本
霊
異
記
』
は
、
天
皇
代
で
な
く
、
百
済
へ
の
救
済
を
時
代
表
記

と
し
て
前
面
に
出
す
こ
と
で
、
こ
の
関
係
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

上
6
、
上
7
、
上
17
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
、
登
場
人
物
の
信
仰
と
そ
れ
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
善
報
と
い
う
関
係
に
着
目
し
た
と
き
、
日
本
人
の
加
護
が
外
国
に
お
い

て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
時
代
表
記
と

い
う
側
面
か
ら
眺
め
た
と
き
、
こ
れ
ら
の
説
話
は
諸
国
と
の
対
外
関
係
を
彷
彿
と
さ
せ
る

も
の
と
解
釈
さ
れ
う
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
日
本
霊
異
記
』
は
時
代
表
記
に
他
国
の
乱
を
用
い
る
こ
と
で
、
日
本
を

相
対
的
に
と
ら
え
、
近
隣
諸
国
と
の
関
係
の
な
か
に
日
本
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

六
．
日
本
と
の
比
較

　

最
後
に
、
日
本
と
の
比
較
の
た
め
に
諸
国
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

例
を
挙
げ
る
。

○
昔
、
漢
地
に
冥
報
記
を
造
り
、
大
唐
国
に
し
て
般
若
験
記
を
作
り
き
。
何
ぞ
、
唯
し

他
国
の
伝
録
を
の
み
慎
し
み
て
、
自
土
の
奇
事
を
信
じ
恐
り
ざ
ら
む
や
。（
上
序
）

○
又
、
藉
法
師
の
弟
子
円
勢
師
は
、
百
済
の
国
の
師
な
り
き
。
日
本
の
国
大
倭
国
の
葛

木
の
高
宮
寺
に
住
み
き
。（
上
4
）

○
屋
栖
古
に
徴
ム
テ
言
は
く
、「
今
、
国
家
に
災
を
起
す
は
、
隣
国
の
客
神
の
像
を
己
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が
国
の
内
に
置
け
る
に
依
る
。
斯
の
客
神
の
像
を
出
す
べ
し
。
速
忽
に
豊
国
に
棄
て

流
せ
」
と
い
ふ
。〈
客
神
は
仏
の
神
像
な
り
。〉（
上
5
）

○
摂
津
国
東
生
郡
撫
凹
の
村
に
、
一
の
富
め
る
家
長
の
公
有
り
き
。
姓
名
詳
か
な
ら
ず
。

聖
武
太
上
天
皇
の
み
世
に
、
彼
の
家
長
、
漢
神
の
祟
に
依
り
て
禱
シ
、
祀
る
に
七
年

を
限
り
て
、
年
毎
に
殺
し
祀
る
に
牛
一
か
し
ら
を
以
ゐ
、
合
せ
て
七
頭
殺
し
、
七
年

に
し
て
祭
り
畢
り
き
。（
中
5
）

○
大
唐
の
徳
玄
は
、
般
若
の
力
を
被
り
て
、
閻
羅
王
の
使
に
召
さ
る
る
難
を
脱
れ
き
。

日
本
の
磐
嶋
は
、
寺
の
商
の
銭
を
受
け
、
閻
羅
王
の
使
の
鬼
の
追
ひ
召
す
難
を
脱
れ

き
。（
中
24
）

　

日
本
と
の
対
比
と
し
て
、
右
の
例
を
挙
げ
た
が
、
実
際
ど
の
部
分
が
対
比
関
係
に
な
っ

て
い
る
の
か
を
整
理
し
て
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

上
序　

他
国
の
伝
録
（
漢
地
の
『
冥
報
記
』・
唐
の
『
般
若
験
記
』）　

│　

自
土
の
奇
事

上
4　

百
済　

│　

日
本

上
5　

隣
国　

│　

国
の
内

中
24　

大
唐
の
徳
玄　

│　

日
本
の
磐
嶋

　

中
5
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
対
比
の
語
が
な
か
っ
た
が
、
漢
神
を
信
仰
し
て
い
た
主
人

公
の
家
長
が
、
病
に
苦
し
ん
だ
後
、
斎
戒
を
受
け
て
放
生
に
取
り
組
む
と
い
う
展
開
に
な

る
こ
と
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
信
仰
に
対
し
て
「
漢
神
」
と
い
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

右
に
挙
げ
た
中
24
の
部
分
は
、
説
話
の
末
尾
部
分
で
あ
る
。
大
唐
の
徳
玄
と
は
、
上
序
に

挙
げ
ら
れ
て
い
た
『
般
若
験
記
』
こ
と
『
金
剛
般
若
経
集
験
記
』
に
み
え
る
話
で
あ
り
、

中
24
と
同
様
に
冥
界
の
使
者
を
饗
応
す
る
こ
と
で
、
死
を
回
避
し
た
説
話
で
あ
る
。
漢
土

に
み
え
た
奇
事
が
日
本
に
も
み
え
る
こ
と
を
強
調
し
た
文
で
あ
り
、
上
序
の
一
文
を
説
話

レ
ベ
ル
に
落
と
し
込
ん
だ
表
現
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
見
た
と
き
に
、
果
た
し
て
『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
「
日
本
」
と
明
言
さ

れ
て
い
る
箇
所
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
疑
問
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
本
文

中
で
「
日
本
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
を
掲
げ
て
み
た
い（11
（

。

○
原
夫
れ
ば
、
内
経
・
外
書
の
日
本
に
伝
は
り
て
興
り
始
め
し
代
に
は
、
凡
そ
二
時
有

り
き
。
皆
、
百
済
の
国
よ
り
浮
べ
来
り
き
。
軽
嶋
の
豊
明
の
宮
に
宇
御
メ
タ
マ
ヒ
シ

誉
田
の
天
皇
の
み
代
に
、
外
書
来
り
き
。
磯
城
嶋
の
金
刺
の
宮
に
宇
御
め
た
ま
ひ
し

欽
明
天
皇
の
み
代
に
、
内
典
来
り
き
。
然
れ
ど
も
乃
ち
外
を
学
ぶ
る
者
は
、
仏
法
を

誹
れ
り
。
内
を
読
む
者
は
、
外
典
を
軽
み
せ
り
。（
上
序
）

○
当
に
是
に
知
れ
、
誠
に
先
の
世
に
強
く
能
き
縁
を
修
め
て
感
ぜ
る
力
な
り
と
い
ふ
こ

と
を
。
是
れ
日
本
国
の
奇
し
き
事
な
り
。（
上
3
）

○
又
藉
法
師
の
弟
子
円
勢
師
は
、
百
済
の
国
の
師
な
り
。
日
本
の
国
大
倭
国
葛
木
の
高

宮
寺
に
住
み
き
。（
上
4
）

○
黄
金
の
山
と
は
五
台
山
な
り
。
東
の
宮
と
は
日
本
の
国
な
り
け
り
。
宮
に
還
り
、
仏

を
作
ら
む
と
者
へ
る
は
、
勝
宝
応
真
聖
武
大
上
天
皇
の
日
本
の
国
に
生
ま
れ
た
ま

ひ
、
寺
を
作
り
、
仏
を
作
り
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
爾
の
時
に
並
に
住
む
行
基
大
徳
は
、

文
殊
師
利
菩
薩
の
反
化
な
り
け
り
。
是
れ
奇
異
し
き
事
な
り
。（
上
5
）

○
遂
に
大
唐
に
至
り
、
即
ち
其
の
像
を
造
り
、
日
夜
帰
敬
せ
り
。
号
を
ば
河
辺
と
曰
ひ

き
。
法
師
の
性
、
忍
辱
、
人
よ
り
過
ぎ
、
唐
皇
に
も
重
み
せ
ら
る
。
日
本
国
の
使
に

従
ひ
て
、
養
老
の
二
年
に
本
朝
に
帰
り
向
ふ
。（
上
6
）

○
智
光
大
徳
は
、
法
を
弘
め
教
を
伝
へ
、
迷
を
化
し
正
に
趣
か
せ
、
白
壁
の
天
皇
の
み

世
を
以
て
、
智
嚢
は
日
本
の
地
を
蛻
け
、
奇
神
の
知
ら
ざ
る
堺
に
遷
り
き
。（
中
7
）

○
大
唐
の
徳
玄
は
、
般
若
の
力
を
被
り
て
、
閻
羅
王
の
使
に
召
さ
る
る
難
を
脱
れ
き
。

日
本
の
磐
嶋
は
、
寺
の
商
の
銭
を
受
け
、
閻
羅
王
の
使
の
鬼
の
追
ひ
召
す
難
を
脱
れ

き
。（
中
24
）

○
凡
夫
の
肉
眼
に
は
是
れ
油
の
色
な
り
と
い
へ
ど
も
、
聖
人
の
明
眼
に
は
、
見
に
宍
の

血
と
視
た
ま
ふ
。
日
本
の
国
に
於
て
は
、
是
れ
化
身
の
聖
な
り
。
隠
身
の
聖
な
り
。

（
中
29
）

○
然
し
て
日
本
に
仏
法
の
伝
は
り
適
め
て
よ
り
以
還
、
延
暦
六
年
に
迄
る
ま
で
、
二
百

三
十
六
歳
を
逕
た
り
。（
下
序
）

○
平
城
の
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ひ
し
山
部
の
天
皇
の
御
世
の
延
暦
の
十
七
年
の
比
頃

に
、
禅
師
善
珠
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
、
世
俗
の
法
に
依
り
て
、
飯
占
を
問
ひ
し
時

に
、
神
霊
、
ト
者
に
託
ひ
て
言
は
く
、「
我
、
必
ず
日
本
の
国
王
の
夫
人
丹
治
比
の

嬢
女
の
胎
に
宿
り
て
、
王
子
に
生
れ
む
。
吾
が
面
の
黶
著
き
て
生
れ
む
を
以
て
、
虚

実
を
知
ら
ま
く
の
み
」
と
い
ふ
。（
下
39
）

　

こ
の
よ
う
に
挙
げ
て
み
る
と
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
「
日
本
」
の
用
例
は
、
上
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巻
に
や
や
偏
っ
て
い
る
も
の
の
、
す
べ
て
の
巻
に
見
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。
上
序
か
ら
最

終
話
の
下
39
ま
で
に
み
え
る
こ
と
か
ら
、「
日
本
」
と
い
う
自
国
に
対
す
る
意
識
の
高
さ

が
見
て
と
れ
る
。
上
6
は
表
現
上
明
確
な
対
比
関
係
で
は
な
い
も
の
の
、「
大
唐
」
に
対

し
て
「
日
本
国
」
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
。
ま
た
、
上
3
、
中
29
な
ど
は
、

「
ま
さ
に
こ
の
日
本
で
奇
事
が
見
え
る
の
だ
」、
と
い
う
念
押
し
の
よ
う
な
語
り
方
で
あ
ろ

う
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
中
に
は
日
本
を
「
我
が
国
」
と
呼
ぶ
例
も
見
ら
れ
る
が（11
（

、
下
序
が
「
我

が
国
」
で
は
な
く
「
日
本
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
諸
外
国
と
の
対
比
の
中
で
客
観
的

に
こ
の
国
を
位
置
づ
け
、
仏
法
の
伝
わ
っ
た
の
が
「
こ
の
日
本
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
を

看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
用
例
は
中
7
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
説
話
末
尾
に
、
智
光
が
仏
教

を
広
め
た
こ
と
を
賞
賛
し
つ
つ
、
光
仁
朝
に
死
去
し
た
こ
と
を
か
た
る
文
言
で
あ
り
、
こ

こ
に
「
日
本
」
の
語
が
み
え
る
。
中
7
は
、
智
光
が
行
基
の
こ
と
を
そ
し
っ
た
た
め
に
冥

界
で
罰
を
受
け
る
話
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
葦
原
の
国
」
と
い
う
語
が
複
数
回
見
え
る
。

西
に
向
か
ひ
て
往
く
。
見
れ
ば
前
路
に
金
の
楼
閣
有
り
。「
是
は
何
の
宮
ぞ
」
と
問

ふ
。
答
へ
て
曰
は
く
、「
葦
原
の
国
に
し
て
名
に
聞
え
た
る
智
者
、
何
の
故
に
か
知

ら
ざ
る
。
当
に
知
れ
、
行
基
菩
薩
将
に
来
り
生
ま
れ
た
ま
は
む
宮
な
り
と
」
と
い
ふ
。

其
の
門
の
左
右
に
、
神
人
二
立
ち
、
身
に
鉀
鎧
を
著
、
額
に
緋
の
蘰
を
著
け
た
り
。

使
長
跪
き
て
白
し
て
曰
は
く
、「
召
し
つ
」
と
ま
う
す
。
問
ひ
て
曰
は
く
「
是
は

豊
葦
原
の
水
穂
の
国
に
有
る
、
所
謂
智
光
法
師
か
」
と
の
た
ま
ふ
。
智
光
答
へ
て
白

さ
く
、「
唯
、
然
り
」
と
ま
う
す
。
…
中
略
…
宮
の
門
に
在
る
二
人
告
げ
て
言
は
く
、

「
師
を
召
す
因
縁
は
、
葦
原
の
国
に
有
り
て
行
基
菩
薩
を
誹
謗
る
。
其
の
罪
を
滅
さ

む
が
為
の
故
に
、
請
け
召
す
ら
く
の
み
。
彼
の
菩
薩
は
葦
原
の
国
を
化
し
已
り
て
、

此
の
宮
に
生
ま
れ
む
と
す
。
今
来
ら
む
と
す
る
時
の
故
に
、
待
ち
候
ふ
な
り
。
慎
、

黄
竃
火
物
を
食
ふ
こ
と
莫
れ
。
今
は
忽
に
還
れ
」
と
い
ふ
。（
中
7
）

　

冥
界
の
住
人
の
発
言
に
「
葦
原
の
国
」
と
い
う
語
が
出
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
「
葦
原

の
国
」
の
例
は
、
中
7
以
外
に
み
え
な
い
。
つ
ま
り
、
冥
界
か
ら
日
本
を
み
た
時
に
「
葦

原
の
国
」
と
呼
ぶ
と
い
う
価
値
観
が
中
7
の
中
で
の
み
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
一
方

で
、
説
話
末
尾
で
「
白
壁
の
天
皇
の
み
世
を
以
て
」
と
述
べ
た
時
に
は
、「
日
本
国
」
の

語
が
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
上
5
で
は
聖
武
が
「
日
本
」
に
生
ま
れ
た
と
述
べ
、
下
39
で

は
、
天
皇
の
こ
と
を
「
日
本
の
国
王
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
日
本
」
の
語
は
、

天
皇
と
関
連
さ
せ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。先
掲
し
た
よ
う
に
、多
田
一
臣
は
、「
自
土
意
識
」

の
検
討
に
お
い
て
、「
こ
の
日
本
を
仏
法
の
威
光
の
高
揚
す
る
一
つ
の
聖
朝
と
し
て
、
律

令
政
治
体
制
の
称
揚
・
讃
美
の
形
で
捉
え
よ
う
と
す
る
こ
と
（
＝
国
家
意
識
）」
も
「
自
土

意
識
」
の
一
つ
の
側
面
だ
と
論
じ
た（11
（

。『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
こ
の
「
国
家
意
識
」

と
い
う
も
の
の
発
露
が
ま
さ
に
説
話
内
に
見
え
る
「
日
本
」
と
い
う
国
号
な
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
公
式
令
で
は
、「
天
皇
」
の
称
号
と
し
て
、
国
内
向
け
の
「
明

神
御
大
八
州
天
皇
」
に
対
し
て
、
対
外
的
に
「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
」
を
用
い
る
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
お
り（11
（

、「
日
本
」
号
と
「
天
皇
」
号
の
成
立
が
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
る
こ
と
を

念
頭
に
お
け
ば
、「
日
本
」
と
「
天
皇
」
と
の
関
連
性
は
強
い
と
い
え
る
。
ま
た
、『
古
事

記
』
で
は
「
葦
原
中
国
」
と
い
う
語
は
上
巻
神
話
と
中
巻
冒
頭
の
初
代
天
皇
神
武
の
即
位

以
前
に
限
っ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
神
話
的
用
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
、

人
皇
代
に
な
る
と
、「
天
下
」
と
い
う
世
界
観
が
表
れ
る
た
め
、「
天
皇
」
と
「
葦
原
中
国
」

と
い
う
世
界
は
同
時
に
存
在
し
え
な
い（11
（

。
中
7
に
は
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
神
話
を
意
識

し
た
と
思
わ
れ
る
「
黄
竃
火
物
を
食
ふ
こ
と
莫
れ
」
と
い
う
表
現
も
見
え
、
日
本
を
「
葦

原
の
国
」
と
い
う
語
で
表
す
こ
と
で
、
神
話
的
用
語
を
使
用
し
、
異
界
と
し
て
冥
界
を
と

ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
一
方
で
、
天
皇
の
統
治
す
る
世
界
を
強
調
す
る
際
に

お
い
て
は
「
日
本
」
と
い
う
国
号
を
使
用
し
て
い
る
の
だ
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
の
説
話
に
お
い
て
、
天
皇
は
登
場
人
物
と
し
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
が

少
な
く（11
（

、
ま
た
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
大
仏
造
立
の
よ
う
な
国
家
的
事
業
が
説
話
と
し
て

大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
他
国
と
の
比
較
お
よ
び
「
日
本
」
と

い
う
国
号
の
使
用
に
よ
っ
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
「
日
本
」
と
い
う
国
家
を
説
話
の
背

景
に
据
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
．
お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
、『
日
本
霊
異
記
』
に
お
い
て
東
ア
ジ
ア
の
近
隣
諸
国
が
ど
の
よ
う
に
描
か

れ
て
き
た
か
を
、「
登
場
人
物
の
出
生
地
」、「
登
場
人
物
の
移
動
先
」、「
時
代
表
記
」、「
日

本
と
の
比
較
」
と
い
う
四
つ
の
用
途
に
即
し
て
検
討
し
て
き
た
。
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「
登
場
人
物
の
出
生
地
」
と
い
う
視
点
か
ら
は
、『
日
本
霊
異
記
』
が
渡
来
僧
の
描
き
方

に
配
慮
を
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
霊
異
を
経
験
す
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
り
、
中
国

の
高
僧
伝
で
語
ら
れ
て
き
た
奇
事
や
善
報
を
渡
来
僧
自
身
が
ま
さ
に
こ
の
日
本
で
経
験
し

て
い
る
こ
と
を
『
日
本
霊
異
記
』
内
で
示
す
こ
と
で
「
自
土
の
奇
事
」
を
浸
透
さ
せ
る
役

割
を
担
わ
せ
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
た
。
ま
た
、「
登
場
人
物
の
移
動
先
」
と
い
う
点
に

お
い
て
は
、
当
時
の
学
問
僧
の
実
態
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
日
本
以
外
の
国
で
も
奇
事

を
体
験
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
時
代
表
記
」

か
ら
は
、
百
済
へ
の
救
済
を
時
代
表
記
と
し
て
前
面
に
出
す
こ
と
で
、
近
隣
諸
国
と
の
関

係
の
中
に
日
本
を
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
意
図
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
た
。「
日
本
と
の

比
較
」
に
お
い
て
は
、
上
序
に
お
け
る
「
昔
、
漢
地
に
し
て
冥
報
記
を
造
り
、
大
唐
国
に

し
て
般
若
験
記
を
作
り
き
。
何
ぞ
、
唯
し
他
国
の
伝
録
を
の
み
慎
み
て
、
自
土
の
奇
事
を

信
じ
恐
り
ざ
ら
む
や
」
と
い
う
編
纂
動
機
を
受
け
、
他
国
と
比
較
す
る
こ
と
で
日
本
で
の

奇
事
を
強
調
す
る
よ
う
な
表
現
が
み
え
た
。
ま
た
「
日
本
」
と
い
う
語
が
、
あ
る
一
定
の

意
図
を
持
っ
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
特
に
天
皇
と
の
関
連
が
強
く
、
国
家
意
識
を
表
す
も

の
で
あ
る
可
能
性
を
提
示
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
み
る
と
、
唐
・
百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
な
ど
の
諸
外
国
は
、『
日
本
霊

異
記
』
に
と
っ
て
仏
教
世
界
に
入
る
た
め
の
入
り
口
の
よ
う
な
存
在
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

『
日
本
霊
異
記
』
は
時
代
順
に
説
話
を
並
べ
て
い
る
た
め
、
仏
教
普
及
黎
明
期
の
上
巻
に

説
話
が
集
中
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、『
日
本
霊
異
記
』
世

界
に
お
い
て
仏
教
が
浸
透
し
、
熟
し
た
中
・
下
巻
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
国
々
の
存
在

は
多
く
は
必
要
と
さ
れ
な
い
た
め
、
中
・
下
巻
の
用
例
が
少
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
他
国
の
伝
録
」
と
い
う
語
に
象
徴
さ
れ
る
近
隣
諸
国
の
存
在
が
『
日
本
霊
異
記
』
の

編
纂
を
促
し
た
こ
と
は
す
で
に
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際

に
『
日
本
霊
異
記
』
内
で
こ
れ
ら
東
ア
ジ
ア
の
諸
外
国
の
存
在
を
、
国
名
を
提
示
し
て
描

く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
日
本
霊
異
記
』
は
日
本
と
い
う
国
の
歴
史
に
お
い
て
も
因
果
の
理

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『
日
本
霊
異
記
』
に

お
け
る
「
自
土
」
の
自
覚
が
成
立
し
え
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

注（1
）　
『
日
本
霊
異
記
』
本
文
の
引
用
は
、
中
田
祝
夫
校
注
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
10
『
日
本
霊

異
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
九
月
）
に
よ
っ
た
。
割
注
は
〈　

〉
内
に
入
れ
た
。

（
2
）　

河
音
能
平
「「
国
風
」
的
世
界
の
開
拓
」（『
講
座
日
本
文
化
史　

第
二
巻
』、
三
一
書
房
、
一
九

六
二
年
二
月
）、「「
国
風
文
化
」
の
歴
史
的
位
置
」（『
講
座
日
本
史
第
二
巻　

封
建
社
会
の
成
立
』、

東
京
大
学
出
版
会
、一
九
七
〇
年
五
月
）。後
者
は
前
者
を
土
台
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
3
）　

神
野
志
隆
光
「『
霊
異
記
』
と
『
三
宝
絵
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
五
〇
│
一
〇
、

一
九
七
三
年
一
〇
月
）

（
4
）　

多
田
一
臣
「
自
土
意
識
を
め
ぐ
っ
て
」（『
古
代
国
家
の
文
学
│
日
本
霊
異
記
と
そ
の
周
辺
』、

三
弥
井
書
店
、
一
九
八
八
年
一
月
、
初
出
「「
霊
異
記
」
と
景
戒
│
自
土
意
識
を
め
ぐ
っ
て
│
」、

『
国
語
と
国
文
学
』
五
三
│
一
、
一
九
七
六
年
一
月
）

（
5
）　
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
十
五
年
（
六
〇
七
）
七
月
条
の
小
野
妹
子
派
遣
記
事
等
で
隋
を
「
大
唐
」

と
表
記
す
る
。

（
6
）　
「
百
済
寺
」（
上
14
）、「
高
麗
寺
」（
中
18
）
な
ど
の
国
名
で
な
い
用
例
は
除
い
て
あ
る
。

（
7
）　

国
名
を
提
示
せ
ず
漢
土
の
人
物
に
言
及
す
る
例
と
し
て
、
江
陵
の
劉
氏
（
上
11
）、
丁
蘭
（
上

17
・
中
39
）、
許
由
・
巣
父
・
孟
甞
・
魯
恭
（
中
序
）、
天
台
智
者
（
下
序
）、
河
東
の
練
行
の
尼
（
下

10
）、
堯
舜
（
下
39
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
8
）　

上
12
の
道
登
に
つ
い
て
は
、『
考
証
日
本
霊
異
記
』
上
（
本
郷
真
紹
監
修
、
山
本
崇
編
集
、
法

蔵
館
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
が
語
釈
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
高
句
麗
に
留
学
し
た
学
問
僧
と
い
う

理
解
も
あ
る
。「
学
生
」
と
い
う
語
が
日
本
か
ら
国
外
に
留
学
す
る
「
学
問
僧
」
を
指
し
て
い
る

と
解
釈
さ
れ
る
上
に
、「
山
背
の
恵
満
が
家
よ
り
出
で
た
り
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
日
本
国
内
の

出
身
と
判
断
で
き
う
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
唐
へ
の
留
学
生
を
「
大

唐
の
学
生
」（
天
武
天
皇
十
三
年
十
二
月
癸
未
条
、
朱
鳥
元
年
六
月
甲
午
条
）
と
い
っ
た
例
も
み

え
る
。
ま
た
、
後
述
の
と
お
り
道
登
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
記
事
が
見
え
（
大
化
元
年
八
月
癸
卯

条
）、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
『
日
本
書
紀
』
頭
注
は
、『
日
本
霊
異
記
』
の
内
容
を
高
句
麗

に
留
学
し
た
も
の
と
と
る
。
し
か
し
、「
学
生
」
と
い
う
語
は
学
問
僧
を
指
す
ば
か
り
で
は
な
い
。

『
例
文
仏
教
語
大
辞
典
』（
石
田
瑞
麿
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
三
月
）
に
は
、「
一
般
に
、
仏
教

の
学
問
修
行
を
行
う
者
を
い
う
。
ま
た
、
そ
の
学
問
修
行
を
修
学
中
の
者
、
ま
た
は
、
修
め
え
て

師
と
し
て
の
学
識
あ
る
者
（
学
匠
）、あ
る
い
は
、外
国
か
ら
日
本
に
来
た
帰
化
僧
で
学
徳
あ
る
者
、

な
い
し
、
日
本
か
ら
法
を
求
め
て
外
国
に
渡
海
し
た
者
な
ど
、
幅
広
く
用
い
る
」
と
あ
る
。
実
際

中
7
で
は
智
光
が
「
盂
蘭
瓫
と
大
般
若
と
心
般
若
と
の
等
き
経
の
疏
を
製
り
、
諸
の
学
生
の
為
に

仏
教
を
読
み
伝
ふ
」
と
あ
り
、
こ
の
「
学
生
」
は
学
問
修
行
中
の
僧
と
と
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
内
で
留
学
に
言
及
す
る
際
に
は
「
遣
は
さ
れ
て
高
麗
に
学
び
き
」（
上
6
）、

「
仏
法
を
大
唐
に
求
め
」（
上
22
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
目
的
が
留
学
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と

わ
か
る
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
諸
注
で
も
本
縁
の
道
登
に
つ
い
て
「
高
麗
人
の
学
生
」

（
日
本
古
典
文
学
大
系
）、「
高
麗
の
人
で
、
仏
教
を
研
究
し
て
い
る
人
」（
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
）、「
高
句
麗
の
僧
か
」（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）、「
高
句
麗
系
の
僧
」（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）



『
日
本
霊
異
記
』
に
み
え
る
唐
・
朝
鮮
半
島

（11）548

と
い
っ
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
山
背
の
恵
満
が
家
よ
り
出
で
た
り
」
と
い
う
表
現
を
ど
の

よ
う
に
と
ら
え
た
ら
よ
い
か
課
題
は
残
る
が
、
少
な
く
と
も
高
句
麗
系
の
人
物
と
い
う
の
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
高
句
麗
の
出
自
で
あ
る
僧
と
理
解
し
た
い
。

（
9
）　

金
光
林
「『
霊
異
記
』
に
お
け
る
渡
来
人
像
と
朝
鮮
観
に
つ
い
て
」（『
比
較
文
学
・
文
化
論
集
』

一
〇
、
一
九
九
四
年
一
一
月
）

（
10
）　

注（
9
）前
掲
論
文

（
11
）　

小
泉
道
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
日
本
霊
異
記
』（
新
潮
社
、
一
九
八
四
年
十
二
月
）
付

録
の
上
12
の
「
道
登
の
役
割
」
の
項
。
小
泉
は
、
道
登
を
登
場
さ
せ
た
理
由
を
「
そ
の
ネ
ー
ム
バ

リ
ュ
ー
に
よ
っ
て
聞
き
手
に
関
心
を
抱
か
せ
、
話
に
信
憑
性
を
持
た
せ
る
」
た
め
と
述
べ
る
。

（
12
）　

注（
1
）前
掲
書
四
九
頁
頭
注
一
九
、
注（
11
）前
掲
書
四
八
〜
四
九
頁
頭
注
一
五

（
13
）　
『
日
本
霊
異
記
』
本
文
に
「
験
力
」
の
語
が
み
え
る
の
は
、
上
18
、
上
26
（
題
）、
上
28
、
上

31
、
下
21
で
あ
る
。

（
14
）　
『
唐
大
和
上
東
征
伝
』
の
本
文
は
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
第
七
二
巻
・
史
伝
部
一
一
（
鈴
木
学

術
財
団
編
、
一
九
七
二
年
）
に
よ
る
。
返
り
点
を
参
考
に
、
訓
読
文
を
作
成
し
た
。

（
15
）　
『
続
日
本
紀
』
本
文
の
引
用
は
、
青
木
和
夫
、
稲
岡
耕
二
、
笹
山
晴
生
、
白
藤
禮
幸
校
注
、
新

日
本
古
典
文
学
大
系
14
『
続
日
本
紀
』
3
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
一
一
月
）
に
よ
る
。

（
16
）　
『
日
本
書
紀
』
本
文
の
引
用
は
、
小
島
憲
之
、
直
木
孝
次
郎
、
西
宮
一
民
、
蔵
中
進
、
毛
利
正

守
校
注
・
訳
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
4
『
日
本
書
紀
』
③
（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
六
月
）

に
よ
る
。

（
17
）　

行
基
に
つ
い
て
は
、
上
5
で
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
ま
た
、
中
2
で
は
信
厳

と
の
交
流
が
語
ら
れ
、
中
8
・
12
で
は
蛇
の
妻
に
な
る
契
約
を
し
た
女
人
に
教
え
を
授
け
て
い
る
。

さ
ら
に
中
29
・
30
は
説
法
の
場
で
の
行
基
の
説
話
で
あ
る
。
中
29
で
は
女
人
の
髪
の
油
を
宍
の
血

と
見
抜
き
、
中
30
で
は
、
前
世
に
お
け
る
貸
し
主
が
子
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
女
人
か
ら
と
り
た

て
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
看
破
し
て
お
り
、「
隠
身
の
聖
」
と
し
て
の
超
人
的
な
能
力
を
示
し

て
い
る
。

（
18
）　
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
学
問
僧
の
記
録
に
つ
い
て
は
、
泉
敬
史
「
日
本
古
代
の
留
学
者
①
│

学
生
と
学
問
僧
」（『
札
幌
大
学
総
合
論
叢
』
第
32
号
、
二
〇
一
一
年
一
〇
月
）、「
日
本
古
代
の
留

学
者
②
│
『
書
紀
』
に
見
る
留
学
者
」（『
札
幌
大
学
総
合
論
叢
』
第
33
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）　

さ
ら
に
、
派
遣
自
体
に
言
及
さ
れ
な
い
も
の
の
、
他
国
に
渡
っ
た
と
お
ぼ
し
き
僧
が
説
話
内
に

登
場
す
る
例
も
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
み
ら
れ
る
。
中
32
の
浄
達
は
新
羅
よ
り
帰
朝
し
た
僧
と
同

一
人
物
の
可
能
性
が
あ
り
、
下
19
の
戒
明
大
徳
は
唐
に
渡
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
20
）　

本
文
の
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
13
『
続
日
本
紀
』
2
（
青
木
和
夫
、
稲
岡
耕
二
、
笹
山

晴
生
、
白
藤
禮
幸
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
九
月
）
に
よ
る
。

（
21
）　

注（
1
）前
掲
書
四
六
〜
四
七
頁
頭
注
八

（
22
）　

多
田
一
臣
校
注
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
『
日
本
霊
異
記
』
上
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
七
年
一
一
月
）、

八
三
頁
「
行
善
」
の
注
。

（
23
）　

注（
22
）前
掲
書
一
二
八
頁
「
百
済
」
の
注
。

（
24
）　

な
お
、「
本
朝
」
の
例
は
上
6
の
み
に
見
え
、「
聖
朝
」
の
例
は
上
14
、
上
28
、
下
19
、
下
31
に

み
え
る
。

（
25
）　

上
28
に
「
我
が
国
の
聖
人
な
り
」
と
い
う
形
で
み
え
る
。

（
26
）　

注（
4
）前
掲
論
文
。

（
27
）　

こ
の
「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
」
は
『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
（
六
四
五
）
七
月
丙
子
条
に
高
麗

の
使
節
、
百
済
の
使
節
へ
の
詔
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
28
）　

松
本
直
樹
「「
天
下
」
の
構
造
と
意
味
」（『
古
事
記
神
話
論
』、
新
典
社
、
二
〇
〇
三
年
十
月
、

初
出
『
国
文
学
研
究
』
九
九
、
一
九
八
九
年
一
一
月
）

（
29
）　

佐
藤
長
門
は
「『
日
本
霊
異
記
』
に
お
け
る
天
皇
像
」（『
歴
史
評
論
』
六
六
八
、
二
〇
〇
五
年

一
二
月
）
に
お
い
て
、『
日
本
霊
異
記
』
で
は
天
皇
に
つ
い
て
の
現
報
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
指

摘
す
る
。
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Tang and the Korean Peninsula of Nihon Ryoiki 
: as a Trigger of Awareness of “Our Own Country”

Satomi ARAKAWA

　Nihon Ryoiki (full title Nihon koku genpo zen’aku ryoiki, 810-824 AD) was edited by an influence of the Chi-
nese books, according to the introduction of the first volume.
　This paper focuses on Tang, Paekche, Silla, and Koguryo ̶ the four country’s names written in Nihon Ryoiki; 
it also discusses how Nihon Ryoiki sees and describes these neighboring countries with the following four 
approaches.
　First, the description of the monks from these neighboring countries shows that they guide others to experience 
strange events through stories. Then, the experiences of the people from these countries are repeadedly written in 
Nihon Ryoiki, allowing us to acknowledge the many strange events and fruits of good conduct in the world.
　Second, by examining the description of Buddhist monks who studied abroad in the neighboring countries, we 
can see their actual conditions and the possibility that they may have had strange experiences abroad, too.
　Third, by looking over the examples, which the stories show the times; for example, Nihon Ryoiki describes 
that Japan dispatched its troops to Paekche. That is, Nihon Ryoiki intends to compare Japan with these countries 
relatively and objectively.
　Finally, by studying the examples of these foreign countries in comparison with Japan, we determine that Nihon 
Ryoiki emphasizes the strange experiences in the latter through the contrastive descriptions. Furthermore, the 
name, “Japan”, is used with a special intention ̶ to express the consciousness of the nation in relation to the 
emperor.
　From the above, we argue that the description of the neighboring countries concentrating in the first volume are 
a guide to the Buddhist world.
　Nihon Ryoiki clearly expresses that a Buddhist theory of “cause and effect” exists in Japan through the descrip-
tion of these neighboring countries. Its description contributes to making us aware of “our own country.”

Abstract


